
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバックの を取り囲む 骨格構造を構成する一体型

ートバックフレームと、
　

ヘッドレスト支持
フレームとを備え、
　

　

ことを特徴とする自動車用シート。
【請求項２】
　シートバックフレームの側辺部に、ヘッドレスト支持フレームの下端部の回動軌跡に沿
うガイド溝を設け、ヘッドレスト支持フレームの下端部にこのガイド溝に摺動自在に係合
する係合部材を取付けたことを特徴とする請求項１記載の自動車用シート。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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上部と左右両側部 略倒立Ｕ字状の
のシ

ヘッドレストステーを支持する支持筒部が前面にかつ上方に突出して固着された上端水
平部と、その両端から下方に延出された両側部と、両側部の下端間を連結し、シートバッ
クの前面から加わる荷重を受ける受圧部を構成する連結部材とを有する

ヘッドレスト支持フレームは、シートバックフレームの上部の内側にほぼ嵌まり込むよ
うな幅に形成し、かつその上端水平部がシートバックフレームの上部の直下に位置し、支
持筒部がシートバックフレームの上部前面に当接するように配置し、

シートバックフレームの左右両側部の上部から適当距離下方位置の内側で、ヘッドレス
ト支持フレームの上下方向中間部を前後に回動可能に枢支した



【発明の属する技術分野】
本発明はヘッドレストを備えた自動車用シートに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
自動車が追突されたときに乗員のムチ打ち障害を防止するために、自動車用シートのシー
トバック上方に乗員の頭部を後方から受けるヘッドレストが設けられている。しかし、ヘ
ッドレストを固定的に設けたものでは、追突時の衝撃によるシート全体の加速と乗員の慣
性によって、シートバックが後方に傾斜すると共に乗員の体が斜上後方に浮き上がるため
、乗員の頭部がヘッドレストの上方にずれて頸部に大きな負荷が作用し、乗員のムチ打ち
障害を確実に防止することは困難であった。
【０００３】
この様な問題点に対処するため、本出願人は先に実開平７－１８４２号公報において、図
７に示すような構造のものを提案した。
【０００４】
図７において、図７（ａ）に示すような通常状態から図７（ｂ）に示すように後突により
白抜き矢印の如く後方から衝撃を受けた際に、乗員の上半身が後方に移動する動きにより
シートバックフレーム３１の前方に配置された衝撃受圧フレーム３２をその下部の低剛性
部３３で屈曲させて後方移動させ、その後方移動に伴って衝撃受圧フレーム３２に連結さ
れたヘッドレスト支持アーム３４を回動支承部３５を介してシートバックフレーム３１の
上辺部の回りに回動させ、ヘッドレスト支持アーム３４の上端に設けたヘッドレスト３６
を前方に移動させる構造となっている。このように後突時に乗員の上半身の後方への移動
によってヘッドレスト３６を前方に移動させ、乗員の頭部に接近させることによりムチ打
ち障害を防止している。
【０００５】
また、図８に示すように、シートバックフレーム４１の上端部に設けた軸承部４２にてヘ
ッドレスト支持フレーム４３の上部を前後回動及び上下摺動可能に支持し、このヘッドレ
スト支持フレーム４３の上端にヘッドレスト４４を設けるとともにヘッドレスト支持フレ
ーム４３の下端部に衝撃受圧部４５を設け、かつシートバックフレーム４１に一端を枢支
した上下揺動レバー４６の他端をヘッドレスト支持フレーム４３の下端部に枢支するとと
もにこの上下揺動レバー４６の中間部を下方に向けて揺動付勢する付勢手段４７を設けた
ものもその後提案されている。
【０００６】
この構成においては、追突時の乗員の上半身の後方移動によって衝撃受圧部４５が後方に
向けて押圧されると、ヘッドレスト支持フレーム４３の下端部が上下揺動レバー４６に連
結されていることによってヘッドレスト支持フレーム４３の下端部は後方への移動に伴っ
て上方に押し上げられ、ヘッドレスト４４が斜め前方上方に移動し、乗員の頭部に接近す
ることによりムチ打ち障害を防止する。
【０００７】
また、特開平１０－１１９６１９号公報には、シートバックフレームの上部をそれよりも
下部の部分と分割し、その分割部の前端を前後に揺動可能に枢支し、このシートバックフ
レーム上部にヘッドレストを装着するとともに、下部に配設した衝撃手段（受圧部）と連
結したものが開示されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図７のような構成では、衝撃受圧フレーム３２の後方への移動量とヘッド
レスト３６の前方への移動量は、シートバックフレーム３１上端の回動支承部３５を中心
とするヘッドレスト支持アーム３４の上下の長さの比によって規定され、通常シートバッ
クフレーム３１の上端とヘッドレスト３６との間の距離は長くないので、ヘッドレスト３
６の移動量はそれ程大きくなく、そのためむち打ち防止効果に限界があるという問題があ
る。
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【０００９】
また、図８に示すような構成においても、軸承部４２がシートバックフレーム４１の上端
部に設けられているので、同様の問題がある。
【００１０】
一方、特開平１０－１１９６１９号公報に開示されたものでは、分割するシートバックフ
レーム上部の上下方向の長さを大きくすることにより、ヘッドレストの移動量を大きくす
ることは可能であるが、シートバックフレーム自体の強度及び剛性に大きな余裕のある高
価なシートの場合にのみ適用可能で、シートバックフレーム自体の強度確保のために、コ
スト高になるという問題がある。
【００１１】
なお、上記問題を解消するために、図９に示すように、シートバックフレーム５１の上端
の枠パイプ５２に方形枠状の支持ブラケット５３の上端を片持ち状に固着し、この支持ブ
ラケット５３の両側下部位置に、上部にヘッドレスト５４を装着したヘッドレスト支持フ
レーム５５の中間部を枢支軸５６にて枢支し、ヘッドレスト支持フレーム５５の下端部に
受圧部５７を設けたものが考えられたが、支持ブラケット５３が片持ち支持であるため所
望の性能が確保されない恐れがある。
【００１２】
本発明は、上記従来の問題点に鑑み、追突時の乗員の上半身の後方移動に伴ってヘッドレ
ストをより大きく前方に移動させることができるとともに安定した動作が確保されてむち
打ち防止効果が高くかつ安価に構成できる自動車用シートを提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の自動車用シートは、シートバックの を取り囲む

骨格構造を構成する一体型 ートバックフレームと、

ヘッドレスト支持フレームとを備え、

ことを特徴とする。本発明によれば枢支位置からヘッドレストま
での距離を枢支位置から受圧部までの距離に対して長くとることができ、追突時に乗員の
上半身の後方移動による受圧部の移動量に対してヘッドレストを前方に大きく移動させる
ことができ、簡単な構成でヘッドレストの前方移動量を大きくできてむち打ち防止効果を
確実に得ることができ、かつシートバックフレームの側辺部で枢支しているので衝撃に十
分に耐える剛性を有するとともに乗員の背中の背部には受圧部が位置するだけであるので
、動作の安定性が高く所望の性能を確保でき、またシートバックフレームは一体型でその
側辺部にヘッドレスト支持フレームを枢支するようにするだけでよく、またヘッドレスト
支持フレームは上端水平部と両側辺部とが一体に形成され、両側部の下端間が連結部材で
連結されるという簡単な構造のものであるので、軽量で簡単な構成のフレーム構成で必要
な剛性を確保できて軽量・安価に構成することができる。
【００１４】
また、シートバックフレームの側辺部に、ヘッドレスト支持フレームの下端部の回動軌跡
に沿うガイド溝を設け、ヘッドレスト支持フレームの下端部にこのガイド溝に摺動自在に
係合する係合部材を取付けると、ヘッドレスト支持フレームはその下端部の受圧部両側部
分がシートバックフレームの側辺部にて摺動自在に係合支持されるので強度が高く、衝撃
を受けても変則的な変形を生じず、動作の安定性がさらに高くなって所望の性能を確保で
きる。
【００１５】
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上部と左右両側部 略倒立Ｕ字状
の のシ ヘッドレストステーを支持する
支持筒部が前面にかつ上方に突出して固着された上端水平部と、その両端から下方に延出
された両側部と、両側部の下端間を連結し、シートバックの前面から加わる荷重を受ける
受圧部を構成する連結部材とを有する ヘッドレスト
支持フレームは、シートバックフレームの上部の内側にほぼ嵌まり込むような幅に形成し
、かつその上端水平部がシートバックフレームの上部の直下に位置し、支持筒部がシート
バックフレームの上部前面に当接するように配置し、シートバックフレームの左右両側部
の上部から適当距離下方位置の内側で、ヘッドレスト支持フレームの上下方向中間部を前
後に回動可能に枢支した



【発明の実施の形態】
以下、本発明の自動車用シートの一実施形態について、図１～図５を参照して説明する。
【００１６】
　図１～図３において、１は自動車用シートのシートバックであり、シートクッション（
図示せず）にリクライニング可能に取付けられている。２はシートバック１の左右両側と
上側を取り囲む骨格構造を構成する全体正面形状が略倒立Ｕ字状のシートバックフレーム
である。シートバックフレーム２は、板材のプレス成形品から成る両側の側辺枠板３と、
パイプ材を下向きに開放された略コ字状に曲げた上部パイプ４とからなり、上部パイプ４
の両側の下端部を側辺枠板３の上端部に一体固着して構成されている。

【００１７】
上部パイプ４の両側部の上端から適当距離下方位置には横断面略コ字状の枢支ブラケット
５が配設され、その両フランジ部５ａが上部パイプ材４の外面に当接させて溶接にて固着
されている。この枢支ブラケット５には、図４に示すように、中央部にボルト穴５ｂが形
成されるとともにその裏面にナット６が固着されている。
【００１８】
側辺枠板３の上端から適当距離下方位置には横断面略コ字状のガイドブラケット７が配設
され、そのフランジ部７ａが側辺枠板３の前後の立ち上げ鍔３ａの内面に当接させて溶接
にて固着されている。このガイドブラケット７には枢支ブラケット５のボルト穴５ｂの軸
芯を中心とする円弧状のガイド溝８が形成されている。
【００１９】
１０はシートバック１の上部に配設されるヘッドレストで、その下部両側から下方に一対
のステー１１が延出されている。
【００２０】
　１２はヘッドレスト１０を支持するヘッドレスト支持フレームで、パイプ材を下向きに
開放された略コ字状に曲げて構成したパイプフレーム１３と、その下端間を連結するパイ
プ材からなる連結部材１４で構成され、そのパイプフレーム１３の両側部（ヘッドレスト
支持フレームの両側部）は上端部を除いて扁平にプレスされて扁平部１３ａが形成されて
いる。このヘッドレスト支持フレーム１２は、シートバックフレーム２の上部において、
その内側にほぼ嵌まり込むような 形状に形成され、パイプフレーム１３の上端水平部
（ヘッドレスト支持フレームの上端水平部）は上部パイプ４の直下に位置し、連結部材１
４はガイドブラケット７のガイド溝８に対向位置している。パイプフレーム１３の上端水
平部にはステー１１を挿脱及び任意位置で固定可能な一対の支持筒部１５の下端部が溶接
にて固着され、ヘッドレスト１０を高さ調整可能に支持できるように構成されている。
【００２１】
ヘッドレスト支持フレーム１２の両側の扁平部１３ａの上部には、図４に示すように、枢
支軸穴１６が形成されており、段付きボルト１７の軸部１７ａが嵌合されるとともに、ね
じ部が枢支ブラケット５のボルト穴５ｂを貫通して裏面のナット６に螺合固定され、ヘッ
ドレスト支持フレーム１２が前後に揺動自在にシートバックフレーム２に支持されている
。
【００２２】
パイプフレーム１３の扁平部１３ａの下端部は、ガイドブラケット７の上記ガイド溝８に
対向位置しており、扁平部１３ａの下端からガイド溝８に摺動自在に係合する係合軸１８
が突設されている。係合軸１８の先端部にはリング溝１８ａが形成され、ガイドブラケッ
ト７の裏面に係合するＥリング１９が装着されている。
【００２３】
ヘッドレスト支持フレーム１２の下端間を連結している連結部材１４は、中央部が乗員の
背中のカーブに沿うように後方に向けて緩やかに湾曲されており、後突時に乗員の上半身
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なお、上部パイプ
４の水平部によって、シートバックフレーム２の上辺部が、上部パイプ４の両側の垂下部
および前記両側の側辺枠板３、３によって、シートバックフレーム２の両側辺部が、それ
ぞれ構成されている。

幅と



の慣性によってシートバック１の前面に作用する荷重を受ける受圧部２０を構成している
。
【００２４】
なお、図示は省略しているが、ヘッドレスト支持フレーム１２の下端部とシートバックフ
レーム２の側辺枠板３の前方の立ち上げ鍔３ａの間には引張ばねが介装され、受圧部２０
に一定以上の荷重が作用しないと、ヘッドレスト支持フレーム１２の下部が後方に回動し
ないように構成されている。
【００２５】
また、同じく図示は省略しているが、受圧部２０が後方に回動したときにその状態でロッ
クし、ヘッドレスト１０が前方に移動した状態に保持されるように、ガイドブラケット７
のガイド溝８の後端部には、係合軸１８を解除操作可能に係止する係止爪やラチェット機
構が配設されている。
【００２６】
以上の構成において、後突前の通常状態では、図１、図２に示すように、ヘッドレスト支
持フレーム１２の下部が引張ばね（図示せず）にて前方に付勢されており、係合軸１８が
ガイド溝８の前端に係合位置した状態でヘッドレスト１０が静止している。
【００２７】
次に、自動車が後突された時にはシートが前方に向けて衝撃的に押され、その反動で乗員
の上半身が後方に移動し、シートバック１の前面に後方に向けて大きな荷重が作用し、受
圧部２０が後方に向けて強く押圧され、ヘッドレスト支持フレーム１２の下部が引張ばね
（図示せず）の付勢力に抗して枢支ブラケット５における段付きボルト１７の軸芯回りに
後方に回動し、ヘッドレスト支持フレーム１２の上部のヘッドレスト１０が前方に移動す
る。その際、受圧部２０の後方への移動量に対してヘッドレスト１０は、ヘッドレスト１
０と段付きボルト１７間の距離と、段付きボルト１７と受圧部２０間の距離の比だけ拡大
して前方に移動するため、枢支ブラケット５を下方に配置することによってヘッドレスト
１０の前方移動量を大きく確保することができて、乗員の頭部をヘッドレスト１０によっ
て確実に受け止めることができ、乗員の頸部を保護してむち打ち傷害を効果的に防止する
ことができる。
【００２８】
また、ヘッドレスト１０は前方に移動した状態でロックされるので、その後の反動で乗員
の上半身が前方に移動する一方で頭部が慣性で残ることによって相対的に頭部が後方に振
られても、その頭部が前方に位置しているヘッドレスト１０で確実に受け止められるので
、乗員の頸部を保護してむち打ち傷害を防止することができる。
【００２９】
また、シートバックフレーム２の側辺部に、ヘッドレスト支持フレーム１２の下端部の回
動軌跡に沿うガイド溝８を設け、ヘッドレスト支持フレーム１２の下端部からガイド溝８
に沿って摺動自在に係合する係合軸１８を突設しているので、ヘッドレスト支持フレーム
１２の下端部の両側がシートバックフレーム２の側辺部にて摺動自在に係合支持され、ヘ
ッドレスト支持フレーム１２の強度が高く、衝撃を受けても変則的な変形を生じず、動作
の安定性がさらに高くなって所望の性能を確保できる。
【００３０】
また、ヘッドレスト支持フレーム１２がシートバックフレーム２の側辺部に配設した枢支
ブラケット５にて枢支されているので、衝撃に十分に耐える剛性を持ち、また乗員の背中
の背部には受圧部２０が位置するだけであるので、動作の安定性が高く所望の性能を確保
できる。またシートバックフレーム２が一体型でその側辺部で枢支ブラケット５にてヘッ
ドレスト支持フレーム１２を枢支するようにするだけでよいので、軽量で簡単な構成のフ
レーム構成で必要な剛性を確保できて軽量・安価に構成することができる。
【００３１】
上記実施形態はパイプ材で連結部材１４を構成しているが、この連結部材１４を図６に示
すように、断面略コ字状の部材で構成することも可能である。なお、図６で２２はヘッド
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レスト支持フレーム１２の下部を手前に付勢する引張ばねである。
【００３２】
【発明の効果】
　本発明の自動車用シートによれば 突時に乗員の上半身の後方移動による受圧部の移
動量に対してヘッドレストが大きい距離前方に移動し、簡単な構成でヘッドレストの前方
移動量を大きくできてむち打ち防止効果を確実に得ることができ、か 作の安定性が高
く所望の性能を確保でき、ま 量で簡単な構成のフレーム構成で必要な剛性を確保でき
て軽量・安価に構成することができる。
【００３３】
また、シートバックフレームの側辺部に、ヘッドレスト支持フレームの下端部の回動軌跡
に沿うガイド溝を設け、ヘッドレスト支持フレームの下端部にこのガイド溝に摺動自在に
係合する係合部材を取付けると、ヘッドレスト支持フレームの下端部の両側がシートバッ
クフレームの側辺部にて回動自在に係合支持されるので強度が高く、衝撃を受けても変則
的な変形を生じず、動作の安定性がさらに高くなって所望の性能を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の自動車用シートの一実施形態の要部斜視図である。
【図２】同実施形態の側面図である。
【図３】同実施形態の部分正面図である。
【図４】図１のＡ部詳細縦断面図である。
【図５】図１のＢ部詳細縦断面図である。
【図６】本発明の他の実施形態の要部斜視図である。
【図７】従来例の自動車用シートの動作状態を示す側面図である。
【図８】他の従来例の自動車用シートの概略構成を示す斜視図である。
【図９】本発明に先行する自動車用シートの概略構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
２　シートバックフレーム
５　枢支ブラケット
８　ガイド溝
１０　ヘッドレスト
１２　ヘッドレスト支持フレーム
１７　段付きボルト
１８　係合軸
２０　受圧部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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